
 

様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称 敬老祝金支給対象者名簿 

行 政 機 関 等 の 名 称 塩竈市長 

個人情報ファイルが利用に供される 
事 務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 

福祉子ども未来部 高齢福祉課 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的 
高齢者に対して敬老祝金及び長寿祝金を支給

するため 

記 録 項 目 

識別番号・氏名・住所・年齢・生年月日・性

別・電話番号・本籍・親族関係・婚姻歴・家

庭状況・居住状況・健康状態・身体の状況 

記 録 範 囲 

・本市に 1年以上在住（9月 15日を基準とし

て）し、住民基本台帳に記録されている 77歳

と 88歳の方 

・100歳の誕生日までに5年以上在住している

100歳の方 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人、本人の家族、住民基本台帳等 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 - 

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先 - 

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 
名 称 及 び 所 在 地 

（名 称）総務部 総務人事課 

（所在地）塩竈市旭町1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の 
規 定 に よ る 特 別 の 手 続 等 

- 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別 

☑法第60条第2項第1号 

（電算処理ファイル） 

□法第60条第2項 

第2号 

（マニュアル処理 

ファイル） 

政令第21条第7項に該当 

するファイル ☑有 □無 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 
募集をする個人情報ファイルである旨 

- 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 
受 け る 組 織 の 名 称 及 び 所 在 地 

- 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要 - 

作成された行政機関等匿名加工情報に関する
提案を受ける組織の名称及び所在 地 

- 

作成された行政機関等匿名加工情報に 
関する提案をすることができる期間 

- 

備    考  



 

様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称 高齢者人口調査ファイル 

行 政 機 関 等 の 名 称 塩竈市長 

個人情報ファイルが利用に供される 
事 務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 

福祉子ども未来部 高齢福祉課 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的 

高齢者人口の動向、在宅のひとり暮らし高齢

者数を把握し、各種施策の推進をはじめ、県

や市が策定している「高齢者福祉計画」（計画

期間：３年）の基礎数値として活用するため 

記 録 項 目 
識別番号・氏名・住所・年齢・生年月日・性

別・電話番号・本籍・親族関係・居住状況 

記 録 範 囲 
本市住民基本台帳に記録されている65歳以上

の方 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 住民基本台帳等 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 - 

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先 - 

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 
名 称 及 び 所 在 地 

（名 称）総務部 総務人事課 

（所在地）塩竈市旭町1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の 
規 定 に よ る 特 別 の 手 続 等 

- 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別 

☑法第60条第2項第1号 

（電算処理ファイル） 

□法第60条第2項 

第2号 

（マニュアル処理 

ファイル） 

政令第21条第7項に該当 

するファイル ☑有 □無 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 
募集をする個人情報ファイルである旨 

- 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 
受 け る 組 織 の 名 称 及 び 所 在 地 

- 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要 - 

作成された行政機関等匿名加工情報に関する
提案を受ける組織の名称及び所在 地 

- 

作成された行政機関等匿名加工情報に 
関する提案をすることができる期間 

- 

備    考  



 

様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称 介護保険被保険者名簿 

行 政 機 関 等 の 名 称 塩竈市長 

個人情報ファイルが利用に供される 
事 務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 

福祉子ども未来部 高齢福祉課 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的 介護保険制度の適正な運営のため 

記 録 項 目 

識別番号・氏名・住所・年齢・生年月日・性別・電話

番号・本籍・親族関係・婚姻歴・家庭状況・居住状

況・健康状態・身体の状況・資産状況・収入状況・納

税状況・公的扶助・病歴・心身の機能障害・健康診断

等の結果・医師等が行う保健指導等 

記 録 範 囲 介護保険被保険者（６５歳年齢到達者・２号申請者） 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 
本人、本人の家族、主治医、他の実施機関、他の官公

庁等 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む（介護保険法第27条第6項により） 

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先 

・条例第 8条第 1項第 1号該当提供先(官公署、認定

支援センター、居宅介護支援事業者等) 

・条例第 8条第 1項第 3号該当提供先(警察、県等) 

・条例第 8条第 1項第 4号該当提供先(官公署) 

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 
名 称 及 び 所 在 地 

（名 称）総務部 総務人事課 

（所在地）塩竈市旭町1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の 
規 定 に よ る 特 別 の 手 続 等 

- 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別 

☑法第60条第2項第1号 

（電算処理ファイル） 

□法第60条第2項 

第2号 

（マニュアル処理 

ファイル） 

政令第21条第7項に該当 

するファイル ☑有 □無 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 
募集をする個人情報ファイルである旨 

- 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 
受 け る 組 織 の 名 称 及 び 所 在 地 

- 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要 - 

作成された行政機関等匿名加工情報に関する
提案を受ける組織の名称及び所在 地 

- 

作成された行政機関等匿名加工情報に 
関する提案をすることができる期間 

- 

備    考  



 

様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称 包括的支援事業対象者名簿 

行 政 機 関 等 の 名 称 塩竈市長 

個人情報ファイルが利用に供される 
事 務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 

福祉子ども未来部 高齢福祉課 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的 

地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために

必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及

び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする 

記 録 項 目 

・氏名・住所・年齢・生年月日・性別・電話番号・親

族関係・婚姻歴・家庭状況・居住状況・緊急時に頼れ

る家族の有無等・健康状態・身体の状況・職業・職

歴・学業・学歴・地位・資格・資産状況・収入状況・

納税状況・公的扶助・経済的問題の有無・病歴・犯罪

により害を被った事実・心身の機能障害・健康診断等

の結果・医師等が行う保健指導等・趣味 

記 録 範 囲 市内65歳以上高齢者 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 
本人、本人の家族、民生委員、他の実施機関、他の官

公庁 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 
含む（介護保険法第115条の45、条例第7条第4項第3号

該当） 

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先 地域包括支援センター 

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 
名 称 及 び 所 在 地 

（名 称）総務部 総務人事課 

（所在地）塩竈市旭町1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の 
規 定 に よ る 特 別 の 手 続 等 

- 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別 

☑法第60条第2項第1号 

（電算処理ファイル） 

□法第60条第2項 

第2号 

（マニュアル処理 

ファイル） 

政令第21条第7項に該当 

するファイル ☑有 □無 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 
募集をする個人情報ファイルである旨 

- 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 
受 け る 組 織 の 名 称 及 び 所 在 地 

- 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要 - 

作成された行政機関等匿名加工情報に関する
提案を受ける組織の名称及び所在 地 

- 

作成された行政機関等匿名加工情報に 
関する提案をすることができる期間 

- 

備    考  



 

 

 


